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～下水道事業の取り組みの進捗状況を把握する指標～ 

 

【Ⅰ.快適な暮らしの実現】 

≪下水道の普及促進≫ 
①快適な都市環境、生活環境の実現

→他の汚水処理施設と連携した効率的・効果的な下水道整備の推進
→下水道の普及促進等による中小市町村等における集中的な汚水処理施設の整備

今後の
方向性

 
 
汚水処理について、都道府県構想と連携し、効率的・効果的な汚水処理施設の整備を推進さ

せ、下水道事業に未着手の地域については早急に下水道事業に着手することを推進する。 
未普及クイックプロジェクト等の新たな取り組みを念頭に、未着手の地域における公共下水

道の重点的整備等の取り組みを行う。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

人口人口3030万人未満の市町村を中心とした汚水処理の早期普及万人未満の市町村を中心とした汚水処理の早期普及

人口人口3030万人未満の市町村を中心とした下水道事業の着手・供用を推進する万人未満の市町村を中心とした下水道事業の着手・供用を推進する

５箇年の
重点施策

５箇年の
取り組み

５年後の姿
新たに下水道整備に着手する地区を有する市町村新たに下水道整備に着手する地区を有する市町村 ６６市町村市町村

新たに供用開始をする新たに供用開始をする地区地区を有する市町村を有する市町村 1717市町村市町村  
＊平成 19 年度末の未着手地区を有する市町村：26 市町村 
＊平成 19 年度末の未供用地区を有する市町村：27 市町村 
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【Ⅱ．良好な環境の創造】 

≪合流式下水道の改善≫ 
②合流式下水道の改善による健全な水環境の保全

→合流式下水道緊急改善計画の着実な実施による合流式下水道の改善今後の
方向性

 
 
現状では、計画どおりに事業が進捗していない自治体もいくつかある。 
中部地方においては「効率的な合流式下水道緊急改善計画策定の手引き（案）」に基づき、

効率的かつ効果的な合流式下水道緊急改善計画を策定（見直し）する等により、早期に合流式

下水道の改善対策を推進する。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

効率的な合流式下水道効率的な合流式下水道のの改善等の雨天時越流水対策の推進改善等の雨天時越流水対策の推進

合流式下水道改善事業合流式下水道改善事業を推進するを推進する

５箇年の
重点施策

５箇年の
取り組み

５年後の姿 合流式下水道改善事業を完了させる市町村合流式下水道改善事業を完了させる市町村 （現況（現況11）） →→55市町村市町村
 

*中部地方合流式下水道の採用都市数：13 市町村 
 
 

≪高度処理の推進≫ 
③伊勢湾等の閉鎖性水域の良質な水環境を実現

→総合的な下水道施策等の展開による公共用水域の良質な水環境の実現今後の
方向性

 
 
「選択と集中」の観点より、水質改善が遅れている伊勢湾や浜名湖等の閉鎖性水域、水道水

源地上流地域など、高度処理導入の必要性が高い地域を中心に、早期に汚水処理の高度化を推

進する。また、高度処理の導入を促進することで、身近な良好な水環境の創造・改善を図る。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

伊勢湾を中心とした汚水伊勢湾を中心とした汚水のの高度高度処理処理化化

新たに高度処理を導入する新たに高度処理を導入することを推進することを推進する

５箇年の
重点施策

５箇年の
取り組み

５年後の姿 新たに新たに高度処理を導入する処理場高度処理を導入する処理場 （現況（現況6464）） →→8585処理場処理場
 

＊伊勢湾流域対象の処理場数：161 処理場 
＊中部地方全体の処理場数：254 処理場 
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【Ⅱ．良好な環境の創造】 

≪水源地水質の保全≫ 
④良質な水道水源の確保

→水道水源地における汚濁負荷削減による水道水の水質の維持・向上今後の
方向性

 
 
中部地方においては、他事業との連携により流域としての取り組みを推進させ、水道水源地

上流地域における重点的な汚水処理施設の整備促進、高度処理の積極的導入を図る。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

他事業との連携等により流域としての水源地水質保全対策の推進他事業との連携等により流域としての水源地水質保全対策の推進

水道水源地上流地域において水道水源地上流地域において高度処理の導入高度処理の導入を推進するを推進する

５箇年の
重点施策

５箇年の
取り組み

５年後の姿
水道水源地上流地域にお水道水源地上流地域における下水道処理人口普及率（現況：ける下水道処理人口普及率（現況：667.07.0）） →→73.973.9％％

水道水源地上流地域水道水源地上流地域における高度処理の導入における高度処理の導入 （現況：（現況：1515）） →→2020処理場処理場  
＊水道水源地上流対象の自治体数：32 市町村 

＊水道水源地上流対象の処理場数：75 処理場 

 
 
≪水辺環境・水循環の創造≫ 

⑤水辺環境の創造等を通じた都市・地域の魅力の向上
→水辺環境の創造や下水道施設の活用等による都市・地域の魅力の向上今後の

方向性

 
 
中部地方では、下水処理場の処理水は場内利用が 10％以下、場外利用に至っては 2％以下し

か利用していないのが現状である。これは、中部地方においては、比較的水資源に恵まれてお

り、近年までは使い捨ての文化が定着していると思われる。しかしながら、水資源は有限であ

り、健全な水循環の構築する必要があるため、より一層、下水処理水の循環利用を推進する。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

下水処理水等を活用した下水処理水等を活用した水の循環利用の促進水の循環利用の促進

下水処理場外への下水下水処理場外への下水処理水の有効利用を処理水の有効利用を推進する推進する

５箇年の
重点施策

５箇年の
取り組み

５年後の姿

処理水の有効利用を実施する処理場処理水の有効利用を実施する処理場 ：場内利用（現況：場内利用（現況122122））→→136136処理場処理場

：場外：場外利用利用（現況（現況 2727））→→ 2828処理場処理場
 

＊中部地方全体の処理場数：254 処理場 
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【Ⅱ．良好な環境の創造】 
≪浸透施設の導入促進≫ 

⑥健全な水循環系と生態系を構築し、持続可能な環境を創造
→水質浄化を通じた清流の回復や雨水浸透の促進等による地下水の涵養

による健全な水環境系と生態系の創造

今後の
方向性

 
 
健全な水循環系と生態系の回復に向け、処理水の循環利用を推進することに加え、浸水対策

や合流式下水道の改善対策などが必要な地域における流出抑制対策と連携し、地下水涵養を図

るため、雨水浸透施設を積極的に導入する。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

地下水の涵養地下水の涵養を図るため雨水浸透の積極的な導入を推進を図るため雨水浸透の積極的な導入を推進

浸透マップを作成し、浸透施設の導入を推進する浸透マップを作成し、浸透施設の導入を推進する

５箇年の
重点施策

５箇年の
取り組み

５年後の姿 他他事業や各戸による浸透対策を推進する事業や各戸による浸透対策を推進する

 
 
 
≪資源の有効利用≫ 

⑦下水道資源の循環促進と利活用による地球環境への貢献
→下水道資源の循環利用の促進による地球に優しい下水道の実現今後の

方向性

 
 
今後も一層、汚泥のコンポスト化やセメント混合等の汚泥の有効活用を進める。また、

LOTUS プロジェクト等の新技術を活用し、下水汚泥の資源・エネルギー利用としての有効活

用についても推進する。 
下水汚泥は、リン等の栄養塩類を多く含んでおり、これらの貴重な資源を分離・回収するこ

とで、肥料など農業分野において欠くことの出来資源となり、資源循環の観点から、下水汚泥

の有効利用・リサイクルを図る必要がある。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

新技術の活用による下水汚泥等の有効利活用の推進新技術の活用による下水汚泥等の有効利活用の推進

下水下水汚泥汚泥の有効活用・の有効活用・リサイクルリサイクルを推進するを推進する

５箇年の
重点施策

５箇年の
取り組み

５年後の姿 汚泥リサイクルを実施する施設汚泥リサイクルを実施する施設 （現況（現況134134））→→146146施設施設
 

＊中部地方全体の処理場数：254 処理場 
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【Ⅲ．安心で安全なまちづくり】 

≪浸水対策≫ 
⑧集中豪雨、東海・東南海地震に備えた安全で安心な地域構造の形成

→東海豪雨を教訓として河川部局等の関連部局と連携した水害対応力の強化今後の
方向性

 
 
都市部を流れる河川及びその流域について、総合的な浸水被害対策を講じるため、平成 15

年 6 月に特定都市河川浸水被害対策法が制定された。また、近年、各地で局地的な豪雨が増加

し、都市部での内水氾濫被害が頻発していることから、緊急かつ重点的に都市の浸水対策を強

化していく必要があることを鑑み、平成 18 年度に「下水道総合浸水対策緊急事業」が新規事

業として創設された（平成 21 年度より「下水道浸水被害軽減総合事業」に移行）。中部地方に

おいても東海豪雨等の教訓を踏まえ、これらの法制度を視野に入れ、河川事業と連携した総合

的な浸水対策、地区と期間を限定した整備（選択と集中）を重点的に実施する。 
また、雨水を流す対策のみならず、｢貯める｣ 、｢しみ込ませる｣ 対策である雨水貯留浸透施

設による流出抑制対策を推進する。 
 

≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

「選択と集中」、「河川部局等との連携」による「選択と集中」、「河川部局等との連携」による浸水浸水対策のさらなる推進対策のさらなる推進
５箇年の
重点施策

５箇年の
取り組み

新たに新たに５年に１度の大雨に対する５年に１度の大雨に対する浸水浸水対策対策を推進するを推進する

新たに新たに重点対策地区に対して重点対策地区に対して浸水浸水対策対策を推進するを推進する

５年後の姿
５年に１度の大雨に対する５年に１度の大雨に対する浸水浸水対策が完了する排水区対策が完了する排水区 （現況（現況11471147））→→12911291排水区排水区

重点対策地区に対して重点対策地区に対して浸水浸水対策が完了する市町村対策が完了する市町村 （現況（現況69     69     ））→→ 8080市町村市町村
 

*ここでの浸水対策は下水道事業にて整備すべき管渠等の施設を言う。 

*中部地方全体の排水区数：3,564 排水区 

*中部地方自治体数：174 市町村 

 

≪自助・共助による災害対策≫ 
⑧集中豪雨、東海・東南海地震に備えた安全で安心な地域構造の形成

→東海豪雨を教訓として河川部局等の関連部局と連携した水害対応力の強化今後の
方向性

 
 
河川管理者、防災部局、都市計画部局及び住宅部局等との連携を図りながら、住民等に対し、

地域における地形等の特性や過去の浸水履歴を踏まえ、浸水や避難に関する情報を示した内水

ハザードマップを作成・公表するとともに、降雨情報や幹線水位情報などのリアルタイム情報

を提供することなどソフト対策を推進する。 
 

≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

自助・共助を促進させるためのソフト対策の推進自助・共助を促進させるためのソフト対策の推進

内水ハザードマップ内水ハザードマップのの策定策定・公表を推進する・公表を推進する

５箇年の
重点施策

５箇年の
取り組み

５年後の姿 内水ハザードマップを策定・公表する市町村内水ハザードマップを策定・公表する市町村 （現況（現況1515））→→2525市町村市町村
 

*中部地方自治体数：174 市町村 



 

 34 

 

【Ⅲ．安心で安全なまちづくり】 

≪地震対策≫ 
⑧集中豪雨、東海・東南海地震に備えた安全で安心な地域構造の形成

→東海・東南海地震に備えた下水道施設の災害対応力の強化今後の
方向性

 
 
中部地方においては、東海・東南海地震等の大規模地震の発生が懸念されており、沿岸部を

中心にほぼ全域が東海地震による地震防災対策強化地域に、内陸部は東南海・南海地震の地震

防災対策推進地域に指定されている。よって、中部地方においては平成 18 年度に新規事業と

して創設された「下水道地震対策緊急整備事業」（平成 21 年度より「下水道総合地震対策事業」

に移行）を活用し、ハード整備と一体となったソフト対策を適切に組み合わせた「下水道総合

地震対策計画」の策定を推進し、耐震診断を実施、必要に応じた施設の耐震化を推進するとと

もに、処理場間のネットワーク化等の地震対策を推進する。 
 

≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

下水道の地震対策の推進下水道の地震対策の推進

「「下水道総合地震対策事業下水道総合地震対策事業」に基づく対策」に基づく対策を推進するを推進する

５箇年の
重点施策

５箇年の
取り組み

５年後の姿 「「下水道総合地震対策事業下水道総合地震対策事業」に基づく対策が完了する市町村」に基づく対策が完了する市町村 （現況（現況00））→→1515市町村市町村

 
*中部地方自治体数：174 市町村 

*地震防災対策強化地域若しくは地震防災対策推進地域対象の自治体数：168 市町村 

 
≪下水道管路施設の管理≫ 

⑨既存の下水道ストックの機能を持続させ、道路陥没事故等の未然防止による地域の
安全性を持続
→耐震化事業と連携した計画的な改築・更新による管路機能の確保

今後の
方向性

 
 
事故の未然防止及びライフサイクルコストの最小化を図るため、平成 20 年度に「下水道長

寿命化支援制度」が新規事業として創設された。当該事業は、下水道施設の健全度に関する点

検・調査結果に基づき「長寿命化対策」に係る計画を策定するとともに、当該計画に基づき長

寿命化を含めた計画的な改築を行うものである。 
また、耐震化事業による管路施設の改築と連携し効率的に事業を展開する必要がある。 
中部地方においては、耐震化事業との連携した「長寿命化対策」に係る計画の策定を推進し、

効率的な施設の改築・更新を推進する。 
 

≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

老朽化した管路施設の効率的な改築・更新の推進老朽化した管路施設の効率的な改築・更新の推進

管路施設の「長寿命化対策」に係る計画管路施設の「長寿命化対策」に係る計画の策定を推進するの策定を推進する

５箇年の
重点施策

５箇年の
取り組み

５年後の姿 管路施設の「長寿命化対策」に係る計画を策定する管路施設の「長寿命化対策」に係る計画を策定する市町村（現況市町村（現況00）→）→1919市町村市町村

（排水区、処理区、処理分区）（→11排水区 →31処理区 →71処理分区）  
*中部地方自治体数：174 市町村 
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【Ⅳ.事業の継続性の確保】 

≪下水道施設の管理≫ 
⑩新たな社会ニーズにも応えられる持続可能な下水道の実現

→計画的な延命化対策や改築・更新による下水道機能の継続的な確保今後の
方向性

 
 
新規整備に加え、施設の管理基準等をもとに、点検、診断、延命化を含めた維持補修、改築

更新（機能高度化を含む）等を定めたライフサイクルコストの最小化、平準化を念頭においた

下水道施設の長寿命化計画等、新たな事業計画を策定し、下水道台帳や改築・修繕履歴等の電

子化を図る等、他施策と連携し下水道施設を適切に管理するストックマネジメントを推進する。 
また、業績指標（ＰＩ）等により、運転状況及び提供しているサービスの評価を行うとともに、

これらの情報を住民に公開し、住民との合意形成を踏まえたマネジメントの改善を継続的に実

施していく。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫  

下水道ストックマネジメントの推進下水道ストックマネジメントの推進

下水道施設の長寿命化計画下水道施設の長寿命化計画のの策定策定を推進するを推進する

５箇年の
重点施策

５箇年の
取り組み

５年後の姿
下水道施設の長寿命化計画を策定する下水道施設の長寿命化計画を策定する市町村市町村 （０）（０） →→3737市町村市町村

（→43処理場 →75ポンプ場 →11排水区 →31処理区 →71処理分区）  
*中部地方自治体数：174 市町村 

 
 
≪下水道経営の健全化≫ 

⑩新たな社会ニーズにも応えられる持続可能な下水道の実現
→経営基盤の強化や管理の適正化のための取り組みによる健全な下水道経営の実現今後の

方向性

 
 
将来の収支見通しを踏まえた中長期的な観点からの計画的な経営を実現するべく、経営指標

の改善目標等を含む経営計画を策定することを推進する。また、企業会計方式による財務諸表

等の作成・活用が有効であることを踏まえ、企業会計方式の導入も視野に入れ、経営の計画性・

透明性の向上を図る。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫ 

下水道経営の効率化下水道経営の効率化

新たな下水道経営計画新たな下水道経営計画のの策定策定を推進するを推進する

企業会計方式の導入企業会計方式の導入を推進するを推進する

５箇年の
重点施策

５箇年の
取り組み

５年後の姿
新たな下水道経営計画を策定する自治体新たな下水道経営計画を策定する自治体 3311自治体自治体

企業会計方式企業会計方式をを導入する自治体導入する自治体 （現況（現況1414））→→2525自治体自治体
 

*中部地方自治体数：174 市町村 
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【Ⅴ.地域住民との連携】 

≪地域住民との連携≫ 
⑪地域住民との連携を深め、下水道事業への住民の理解と積極的な参画を推進

→地域住民と情報を共有し、地域住民の意見を事業に反映する仕組みを構築
→下水処理場等の施設空間を活用した環境学習を行うなど、下水道に関する理解を

深める取り組みを推進

今後の
方向性

 
 
下水道は、身近な生活環境の改善から公共用水域の水質保全などの環境を守ることを使命と

する最も基本的な社会資本の１つと言える。厳しい財政状況の下、下水道が必要な整備を行い、

継続的にその機能を維持していくために、住民等の意見を事業に反映させ、「住民参画」によ

る地域一体となった事業を推進させる。また、下水道への加入・接続促進するために、住民へ

の地道な PR 活動（戸別訪問や各助成制度の広報活動）を行う。 
 
≪今後の方向性の実現のための５箇年の取り組み≫ 

住民参画への転換住民参画への転換

さらなる地域住民への説明、啓蒙活動の推進さらなる地域住民への説明、啓蒙活動の推進

住民の事業への参画（住民の事業への参画（PIPIなどの実施）などの実施）

シンポジウムやワークショップの実施シンポジウムやワークショップの実施

下水道モニター制度の導入下水道モニター制度の導入

５箇年の
重点施策

５箇年の
取り組み
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第5章 今後の方向性を実現するにあたっての課題及び留意事項 

 
≪地域特性を生かした生態系の保全と創造、さらなる下水処理水の再利用≫ 
地域特性を生かした生態系という観点より、今後は、水環境に係る生態系を有している河川や湖

沼等の他事業との連携が必要である。また、健全な水循環の構築を目指すためには、下水道事業と

しては、ハード対策だけではなくソフト対策、河川や湖沼等の他事業及び住民との連携が必要であ

る。下水道においては、生態系を保全・創造するために、その地域に求められる水量・水質を満足

する処理水（再生水）を提供することが考えられる。しかし、現時点では具体的な取り組みがない

のが現状である。今後は、他事業と連携して地域特性に応じた生態系・水環境保全・創造に関する

マスタープランを作成し、その中で下水道としての役割を明確化する必要がある。 
 
≪地球温暖化の防止への貢献≫ 
下水道事業は、自治体の事業活動に伴う温室効果ガス排出量の中でも大きな割合を占めているこ

とから、エネルギー消費量の低減、バイオガスなどの下水道資源の活用、下水汚泥の燃焼の高温化
＊等の対策に率先して取り組む必要がある。 

今後は、下水道施設を活用した地域バイオマスの利活用の推進を図るため、下水汚泥と他のバイ

オマスを一体的に処理・有効利用する等、他事業と連携した広域的なバイオマス利活用計画を策定

し、下水汚泥の一層の利活用を図ることが必要である。 
将来的には、民間ノウハウを最大限活用し、地域の資源・エネルギー循環の形成を推進するため、

PFI 事業の導入など民間事業者による取り組みの促進及び新技術の迅速な開発・導入を検討してい

く必要がある。 
＊二酸化炭素の 310 倍の温室効果をもつ一酸化二窒素抑制対策には、通常の焼却温度 800℃より高い 850℃での高温焼却化が効

果的である。 

 
≪地域の実情に応じた下水道事業の展開≫ 
地方自治体の財政状況の悪化や行政人口が減少に転じるなど、下水道事業を取り巻く環境が厳し

い状況にある中、地域の実情に応じた下水道事業を展開することを目的に、今後は、近年の社会情

勢等を踏まえ、都道府県構想を見直すことも念頭に置き、事業を効率的に推進させる必要がある。 
 
≪住民への協力要請≫ 

家庭からの水を少しでもきれいにしてか

ら下水道に流すなど「下水道を守るために

地域住民ができること」や「下水道は地域

住民の皆さんの財産であること」などソフ

ト対策として、住民協力が必要である。 
今後は、地域住民の協力を促進させるた

めの広報活動や情報提供にも積極的に進め

る必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 

第 18 回 あいち下水道フェア 展示パネル         

出典：（財）愛知水と緑の公社 

 




